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全 実 協 23 第 31 号 
平成 23 年 11 月 15 日 


 
一般財団法人全国大学実務教育協会 


会員校代表者 様 
一般財団法人全国大学実務教育協会 


会長 和野内 崇弘 
〔公印省略〕  


 
「実務教育優秀教員」の推薦について（ご依頼） 


 
拝啓 時下ますますご清祥の段お慶び申し上げます。 
平素から格別のご高配を賜わり深く感謝申し上げます。 
さて、従前の全国大学実務教育協会は創立 30 周年を迎えた平成 15 年度から資格認


定関連科目を担当する教員の表彰制度を設けていましたが、平成 21 年 4 月 1 日から設


立された一般財団法人全国大学実務教育協会（以下「本協会」という。）においても本


事業を継承しています。 
本制度は、本協会が大学（短期大学を含む。以下同じ。）において、時代の要請に応


える実務教育の普及と向上を目指すうえで基本的に重要である教員の教育（授業）能力


を向上させる取り組みの促進を願って設立されたものです。 
つきましては、同封の「実務教育優秀教員表彰に関する規程」（以下「本規程」とい


う。）にもとづき下記により会員校から「実務教育優秀教員」の推薦を受付けることに


なりました。 
会員校におかれましては、この表彰制度制定の趣旨をご理解くださり、多数の会員校


からの推薦をいただきますようなにとぞよろしくお願い申し上げます。 
末筆ながら、貴学の益々のご発展を祈念申し上げます。         敬具 


 
記 


 
1．実務教育優秀教員の推薦 本協会が認定する資格関連の科目を担当する専任教員


のなかから各年度 1 名。（「本規程」第 3 条） 
2．推薦の要件 「本規程」第 4 条による。 


3．推薦の受付 平成 24 年 2 月 15 日～3 月 15 日（「本規程」第 5 条 1 項）


4．提出書類 ・大学学長の推薦事由書 
・被推薦教員の略歴 
・本規程第 4 条 2 項に定める規程 
※書留等の配達記録が残るものでお送りください。 


5．表彰状及び副賞の交付日付等 平成 24 年 3 月 31 日（「本規程」第 7 条） 
（表彰状及び副賞の送付は平成 24 年 4 月中旬となり


ます。また、表彰状は額付きです。） 


6．表彰者の公表 ・本協会事業報告書 
（氏名、所属大学、所属学部又は学科及び表彰対象科


目等。） 
・本協会ホームページ （「本規程」第 8 条） 
・会報、全私学新聞等 （随時） 







 
 
 
 
 
おって、本依頼状の添付書類は次のとおりです。 
 
・
 
 実務教育優秀教員表彰事業創設の趣旨 


・ 優秀教員表彰に関する規程（定款･資格認定関係規程集 平成 23 年 4 月 1 日 142
ページにも掲載されています。） 


 
・ 実務教育優秀教員推薦事由書（「優秀教員表彰に関する規程」第 4 条 1 項に定め


る学生による授業評価点を明記するようお願いします。） 
 
・
 
 被推薦教員履歴書 


・ 実務教育優秀教員推薦規程（例） 
※ この規程（例）は「本規程」第 5 条 2 項に定める規程の例示であって、同一


法人の大学及び短期大学が入会し、大学規模を考慮し、毎年 1 名の推薦を予


定して作成したもので参考のために添付したものです。「実務教育優秀教員


表彰に関する規程」に従い各大学において実情に即して自主的に制定してく


ださい。 
 


以上 
 








実務教育優秀教員表彰事業 


創設の趣旨 
 


一般財団法人全国大学実務教育協会 


 


１． 実務教育の充実向上の基本的な方策 


一般財団法人全国大学実務教育協会（以下「本協会」という。）の目的は大学（短


期大学を含む。以下同じ。）の実務教育の充実向上である。その基礎は、何よりも


実務教育に関する教育課程と科目担当教員による教育、特に授業にある。 


授業は、教員の業績を評価する項目とは認められてこなかった。そのため、授業


は、組織的に点検･評価されることのない、教員一人ひとりの個人的活動であると


いう意識も未だ根強い。 


大学の実務教育の充実向上を実現する上で、教員の教育（授業）能力の組織的向


上を図ることは基本的に重要な方策の一つである。 


 


２． 教員表彰事業のねらい 


本協会は、大学における実務教育の充実向上にとって基本的に重要である、教員


の教育（授業）能力を組織的に向上させる取り組みを刺激し促進することをねらい、


教員表彰事業を創設する。 


教員を表彰する取り組みはこれまで国立大学の特に工学部でみられた。その背景


には、技術者教育に対する産業界からの要求が強まった経緯があり、「学生による


授業評価」「授業の公開｣等の取り組みを進めてきた事情があった。 


教員を表彰することは優れた教育（授業）能力をもつ教員に対するインセンティ


ブを充実させることであり、これによって、授業改善に向けた取り組みを促進し授


業の質が高められることが期待される。 


 


３． 学生の「授業満足度」が基本 


教員の教育能力や授業の質は、誰によって、どのように、測定されるのか。表彰


される教員を誰がどのように選ぶのか。 


教員の教育（授業）能力や授業の質を測定する基本的な尺度は学生の「授業満足


度」である。それは、授業を担当する教員の教育（授業）能力の指標であり、授業


の質を高めることは学生の「授業満足度」を上げることになるからである。 


その際、選定基準は幅広く設定されるべきであり、教育（授業）能力の他に研究


や社会的活動等の実績を含むことが望ましい。各大学は優れた教育（授業）能力の


要件、能力評価の方法や選定基準等を規定化していただきたい。 


本協会は会員校の実務教育の発展を「教員表彰事業」によって支援したい。 


 


（平成 15 年 4 月 1 日） 
 


以上 








一般財団法人全国大学実務教育協会実務教育優秀教員表彰に関する規程 


 


制定 Ｈ２１．３．２３ 


 


（目 的） 


第１条 一般財団法人全国大学実務教育協会（以下「本協会」という。）が定める資格認定関連科目


を担当する教員の表彰について本規程を定める。 


 


（実務教育優秀教員） 


第２条 本協会は、一般財団法人全国大学実務教育協会資格認定証授与規程第２条に定める各資格


認定証の授与を受けている会員校において、本規程第４条に定める要件を満たす教員を「実務教


育優秀教員」として表彰する。 


 


（実務教育優秀教員の推薦） 


第３条 会員校の学長は、本協会が認定する資格関連科目を担当する専任教員の中から各年度１


名を実務教育優秀教員として推薦することができる。 


ただし、該当者がいない場合はその限りでない。 


２ 推薦に当たっては、教員の担当科目、所属学科を問わない。 


 


（推薦の要件） 


第４条 会員校の学長が推薦できる教員は次の要件を満たしていなければならない。 


    １．学生による授業評価が当該年度全学期にわたり自校の最高水準であること 


    ２．研究や社会的活動において実務教育の充実向上に貢献する業績を挙げていること 


２ 前項に定める要件に関しては、学生の授業評価票、対象とする授業科目の数、クラス数、履修


者の規模、評価点の計算方法、研究や社会的活動業績の基準、推薦の手続等は各会員校が定める


規程によるものとする。 


  ただし、評価対象の授業は、実履修者数が合計 50 名以上の場合に限るものとし、実履修者数に


は、同一授業科目を２以上開講した場合、及び異なる授業科目を複数担当した場合を含めること


ができる。この場合、異なる授業科目に資格認定関連科目以外を含めるか否かは会員校の規程


の定めによるものとする。 


３ 一度推薦された教員を再度推薦することを妨げない。 


  ただし、推薦された年度の翌年度から２年度間は推薦できないものとする。 


 


（推薦の受付） 


第５条 推薦の受付は２月 15 日から３月 15 日までとする。 


２ 推薦に当たっては、被推薦教員の略歴、学長の推薦事由書、前条第２項の推薦に係る規程を提


出するものとする。 


 


 


 







 


（推薦事由書の様式） 


第６条 推薦事由書の様式は別に定める。 


 


（表彰状の送付と伝達） 


第７条 本協会は、推薦を受付けた後、提出書類を確認の上、当該学長に表彰状を送付する。 


２ 表彰状は学長が表彰教員に伝達するものとする。 


３ 表彰状の交付日付は毎年３月 31 日とする。 


４ 副賞は記念楯とし、その他各会員校の負担により当該学長等が別途授与することができる。 


 


（表彰者の公表） 


第８条 本協会は、表彰教員の氏名、所属校所属学部又は学科名及び表彰対象科目等を当該年次報


告書によって公表すると共に、本協会ホームページ（http://www.jaucb.gr.jp）に掲載する。 


 


 


 附則 


  この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 


 








○○大学・○○大学短期大学部 
実務教育優秀教員推薦規程(例） 


 


 


 （目 的） 


第１条 この規程は、○○大学、○○大学短期大学部（以下、「本大学」という。）が一般


財団法人全国大学実務教育協会に「実務教育優秀教員」を推薦する要件及び手続き


を定める。 


 


 （推薦する教員の範囲） 


第２条 本大学は一般財団法人全国大学実務教育協会が認定する資格に関連する科目を担


当する専任の教員の中から各年度 1 名を「実務教育優秀教員」として推薦する。 


ただし、該当者がいない場合はその限りではない。 


２ 推薦に当たって、教員の所属学部、学科を問わない。 


３ 一度推薦された教員を再度推薦することを妨げない。 


ただし、推薦された年度の翌年度から 2 年度間は推薦できない。 


 


 （推薦の要件） 


第３条 本大学は次の各号を満たす教員を推薦する。 


１． 当該年度の授業評価が本大学において最高の水準であること 


２． 実務教育の充実向上に貢献する研究や社会的活動の業績を挙げていること 


３． 人事考課の評定者総合評価が各学期とも「標準より優れている」こと 


 


 （授業評価の対象科目及び評価点等） 


第４条 授業評価の対象科目数は教員 1名当たり各年度 1 科目とする。 


ただし、当該科目の評価者数は次の各号による計算で合計 50 名以上でなければ


ならない。 


１． 当該科目の授業が、複数の教室で実施される場合、全教室の評価者の合計を


当該科目の評価者とする。 


２． 当該科目の授業が、前期、後期各々で実施される場合、前期及び後期の評価


者の合計を当該科目の評価者とする。 


３． １、２のいずれの場合も、評価者が 20 名以下の教室は計算から除外する。 


２ 評価対象科目は必修、選択及び講義、演習、実習・実技の別を問わない。 


３ 評価者全員による評価の平均点を授業評価の対象科目の評価点とする。 


４ 対象科目の評価点が上位５％を上回らない場合は、推薦該当者がいないものとみ







なす。 


 


 （推薦手続き） 


第５条 学長は、授業評価が本大学において最高水準である教員の中から業績及び人事考


課を勘案し、推薦する教員 1名を決定する。 


第６条 学長は、推薦する教員の略歴書及び推薦事由書に本規程を添えて、各年度 2月 15


日から3月15日までの間に一般財団法人全国大学実務教育協会へ提出するものとす


る。 


 


 （表彰と公表） 


第７条 学長は一般財団法人全国大学実務教育協会から送付された表彰状を当該教員に伝


達する。 


第８条 当該教員を「○○大学教職員表彰規程」により表彰する。 


また、『○○大学の現状と課題』誌上において当該教員の氏名、所属学部、学科


等を公表する他、本学ホームページに掲載する。 


 


 


  付 則 


 


    この規程は、平成  年  月  日から施行する。 





